
学校図書館資源共有ネットワーク推進事業
（学校図書館を支援するセンター機能）

新学習指導要領では、「学校図書館を計画的に利用しその機能の活
用を図り、児童生徒の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実す
ること。」とし、学校図書館の機能の充実が求められている。
・一館孤立型から地域連携型へ
・公共図書館等との連携による教育活動の充実

これからの学校図書館

・蔵書の相互検索、共同利用による
優れた教育実践の共有

学校図書館支援センター機能の調査研究

【公共図書館】
・団体貸出
・指導員の派遣
・各種相談

学校図書館

学校図書館資源共有化の成果の普及
・事業の成果の検証、ノウハウ、工夫、課題など他の地域の参考となる事項の
情報提供

・資源共有化促進のための研究協議会の開催

学校図書館 学校図書館

【学校図書館支援センター委員会】
・授業において活用する図書リストの作成
・学校図書館の図書、蔵書情報等を活用
した優れた実践事例の収集・情報提供
・学校図書館関係者の資質向上

連携・協力

地方公共団体（ネットワーク接続・蔵書運搬）


